
【言えたモン ギフトチケット 利用規約】  
 

【第１条】（総則） 
１．本規約は、株式会社ミロス・インスティチュート（以下、「乙」という。）が提供する傾聴サービス「言えた

モン」1回利用のギフトチケット（以下、「本チケット」という。）を購入・利用する際の条件を定めるもの
です。 

２．本チケットの購入者（以下、「甲」という。）および購入者から本チケットを譲り受けた利用者（以下、「利

用者」という。）は、本規約および「言えたモン 利用規約」に基づき、本チケットを購入および利用す
るものとします。 
この場合、「言えたモン 利用規約」にいう「本サービス利用契約」は、本チケットの購入・利用に関す
る契約を指すものとします。 

 

【第２条】（販売・購入） 
１．本チケットは電磁的記録とし、オンライン販売のみとします。 
２．本チケットの購入価格は、乙が定め、甲が購入申込に当たって確認、同意した金額とします（※④）。 

なお、購入価格には消費税が含まれるものとします。 
※④  1枚 2,970円（税込）  

３．甲は、乙が指定する決済方法にて、前項の金額を乙に支払い、本チケットを購入するものとします。　 
　 

【第３条】（使用条件） 
１．本チケットは甲から譲渡された利用者のみ使用できるものとします。甲は、本チケットの使用はできま

せん。 
２．本チケットの譲渡は、乙があらかじめ指定する要領に従い、甲から利用者に対して本チケットを譲渡

する旨のメールを送信し、利用者が自身に関する情報を本サービスのシステムに登録することに

よって完了するものとします。 
３．甲が、本チケットを利用者に譲渡できる期間は購入日から2週間とします。 

この期間内に譲渡が完了しなかった場合、本チケットは無効となります。 
４．本チケットは、「言えたモン」1回についてのみ使用可能です。 
５．利用者が、本チケットを使用できる有効期間は譲渡が完了した日から3ヶ月間とします。 

この期間内に使用されなかった場合、本チケットは無効となります。 
６．利用者は、前項の有効期間内に限り、本チケット使用の日程変更を行うことができます。 
７．利用者は、本チケットを第三者に譲渡することはできません。 
 

【第４条】（払戻し） 
１．本チケットは、乙の都合により本チケットによるサービス提供を中止する場合を除き、払戻しはされな

いものとします。  
 



【第５条】（免責事項） 
１．乙は、本チケットが第３条 第３項または第５項により無効となったときは、それが以下に掲げる事由そ

の他不可抗力による場合（乙の側に生じた事由による場合を除きます。）であっ ても、本チケットに
係る本サービス提供義務を免れるものとします。 

（1）甲の利用環境による通信障害、またはシステムトラブル等により、甲が第３条 第３項で定める期間内
に本チケットを譲渡できなかった場合 

（2）地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、甲が第３条 第３項で定める期間内に本
チケットを譲渡できなかった場合 

（3）利用者が、前各号に掲げるいずれかの事由により、本チケットを第３条 第５項に定める期間内に使
用できなかった場合 

 
  
株式会社ミロス・インスティチュート 
兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST 9階 
 Tel： 078-600-0356 
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